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はじめに

丹波篠山市は、豊かな自然と歴史、文化に恵まれた農村地域として、人と自然が共生す
る持続可能な地域づくりを進めてきました。昭和63年（1988年）には、地域の人々によっ
て「丹波の森宣言」が行われ、丹波地域を一つの大きな森と見立て、その中で人・自然・
文化がともに息づき、支え合うことを基本理念として掲げました。この理念は、私たちが
大切にしてきた農業や農村の営み、そして地域の未来を考えるうえで、今も変わらず重要
な指針となっています。
さらに平成21年（2009年）には、自然の気候風土に恵まれた日本一の農業の都を掲げた

「丹波篠山農都宣言」を行い、平成26年（2014年）には、その理念を具現化する「丹波篠
山市農都創造条例」を制定しました。これらを通じて、丹波篠山市ならではの自然を活か
した農業を推進し、持続可能な農業と地域づくりに一貫して取り組んできました。
こうした理念のもと、本市では美しい街並みや景観、歴史文化を大切に守り育てるとと
もに、「ふるさとの川づくり」や生物多様性の保全、鳥獣害対策と野生動物との共生といっ
た、自然環境や生きものへの配慮にも積極的に取り組んできました。
一方で、世界に目を向けると、気候変動による干ばつや豪雨、異常高温などの極端な気
象現象が頻発し、農業生産への影響が深刻化しています。また、国際情勢の不安定化によ
り、穀物や肥料などの国際的な供給網が揺らぎ、各国が食料の安定確保に向けた取り組み
を強化しています。今や食料安全保障は、環境問題や安全保障と密接に結びついた重要課
題となっています。
国内においても、農業の担い手不足は深刻さを増しており、基幹的農業従事者は平成12
年（2000年）の約240万人から、令和７年（2025年）には約102万人へと半減しました。
加えて、国内の農地面積は令和12年（2030年）には令和２年（2020年）比で35％減少す
るとの推計もあり、国産農産物による食料供給力の低下が懸念されています。
このように、世界的な気候変動や国際的な不安定要因、そして国内における急速な人口
減少・高齢化といった構造的課題が重なり合い、農業・農村を取り巻く環境はかつてない
ほど大きく変化しています。このようなときこそ、地域の知恵と力を結集し、持続可能な
農業と地域づくりに向けた協働の取り組みが求められています。
第２次丹波篠山市農都創造計画では、「農都」という市民共有の財産を未来へと継承して
いくことを基本に、人と自然との共生、食の安全・安心の確保というこれまでの理念をさ
らに深化させ、変化する社会情勢に対応しながら、持続可能な農業と豊かな農村地域の実
現をめざし、市民、農業者、関係機関、行政が一体となり、新たな挑戦を進めます。
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第２次農都創造計画の基本目標

本計画では、丹波篠山市の農業を将来にわたって持続・発展させていくため、「多様な担
い手の育成」と「農地の保全と活用」を重要な基盤と位置づけています。地域全体で担い
手を育て支えるという意識の共有を進め、大規模農業者、集落営農組織、小規模農業者な
どがそれぞれの役割を発揮することで、多様な人材の確保と育成を図ります。あわせて、
地域住民と連携した農地や施設の保全、集落の話し合いによる農地の有効利用により、農
業の基盤を将来に引き継ぐ取り組みを進めていきます。
こうした取り組みと基盤を持続可能なものとするため、「丹波篠山ブランド力と発信力の
強化」と「環境創造型農業システムの構築」を進めます。黒大豆栽培を始めとする伝統的
な農法、美しい農村景観など、丹波篠山ならではの地域資源を再認識し、自ら内外に発信
していくことで、シビックプライド1を育み、農業と暮らしの価値を高めていきます。
さらに、地域特有の生物多様性や循環型農業、景観保全の取り組みを継承し、環境に配
慮した農業を推進することにより、安心・安全な農産物の供給体制を構築し、丹波篠山市
の農業への信頼性とブランドの持続力を支えていきます。
このように、「多様な担い手の育成」「丹波篠山ブランド力と発信力の強化」「環境創造型
農業システムの構築」「農地の保全と活用」の４つの柱を基本目標とし、伝統と環境を守
り、活かしていく取り組みを一体的に進めていきます。
これら４つの柱はすべて、丹波篠山市が受け継いできた文化や風土を次の世代に引き継
ぐという共通の目標のもとにあり、個別に取り組むのではなく、相互に連携、補完し合い
ながら取り組みを進めます。
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計画の位置付け

この計画は「丹波篠山市農都創造条例」に基づいて、本市における農業の発展と農村の
保全に関する基本的な考え方や、具体的な取り組みを示すことを目的として策定したもの
です。
また、丹波篠山市総合計画にある農業・農村に関する施策や、本市がこれまでに策定し
た様々な個別計画や施策との連携を図りながら、丹波篠山市基本構想の将来像『丹波篠山
だからこそ実現できるあなたの夢・安心・未来』を目指します。

丹波篠山市総合計画
市の将来像を実現するための行政運営の根幹となる計画

丹波篠山市農都創造計画
丹波篠山市農都創造条例に基づき、農業の発展と農村の保全に関する具体的な取り組みを示す計画

将来像『「丹波篠山」だからこそ実現できるあなたの夢・安心・未来』

環境創造型農業システムの構築
めざすべき将来像

「環境に配慮した農業生産によって安全な食を
持続的に供給し、人と自然が両立した持続可能
な農業を実現しています」

丹波篠山ブランド力と発信力の強化
めざすべき将来像

「市民一人ひとりが上質な特産物と、それを育
んできた伝統や風土に誇りを持ち、その価値を
高め、地域内外に向けて広く発信しています」

農地の保全と活用
めざすべき将来像

「地域内外の農業者と住民が協力し、農地の保全
と有効活用や鳥獣害対策に取り組むことで、地域
ぐるみで農村の多面的機能が維持されています」

担い手の育成
めざすべき将来像

「集落の農業や農地利用のあり方が明確にな
り、多様な農業者が連携し、それぞれが役割を
果たしています」

関連する個別計画

・丹波篠山市農業振興地域整備計画 ・丹波篠山市環境基本計画
・丹波篠山市創造都市推進計画 ・丹波篠山市食育推進計画
・丹波篠山市男女共同参画プラン ・日本農業遺産保全計画
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計画の期間

丹波篠山市農都創造計画の期間は、令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年
度）までの10カ年としますが、農業・農村を取り巻く情勢の変化を勘案し５年後の令和12
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

丹波篠山市の農業施策 国の農業施策 兵庫県の農業施策

H11年（1999年） 食料・農業・農村基本法制定
H11（1999年）

H12年（2000年） アグリプラン21審議会
H12（2000）年

食料・農業・農村基本計画
H12（2000年）

H13年（2001年） 第1次アグリプラン21
H13（2001）年

H17年（2005年） 食料・農業・農村基本計画
H17（2005年）

H18年（2006年） ひょうご農林水産ビジョン2015
H18（2006）~23（2011）

H21年（2009年） 丹波篠山農都宣言
H21（2009）年2月7日

H22年（2010年） アグリプラン21改定
H22（2010）~H25（2015）

食料・農業・農村基本計画
H22（2010年）

H24年（2012年） ひょうご農林水産ビジョン2020
H24（2012）~28（2016）

H27年（2015年） 農都創造条例
H27（2015）年4月1日施行

食料・農業・農村基本計画
H27（2015年）

H28年（2016年） 第1次農都創造計画
H28（2016）~R7（2025）

ひょうご農林水産ビジョン2025
H28（2016）~R7（2025）

R3年（2021年） 日本農業遺産認定
R3（2021）年２月

R6年（2024年） 食料・農業・農村基本法改訂
R6（2024年）

R7年（2025年） 食料・農業・農村基本計画
R7（2025年）

R8年（2026年） 第2次農都創造計画
R8（2026）~R17（2035）

ひょうご農林水産ビジョン2035
R8（2026）~R17（2035）
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R7年（2025年）R7年（2025年）

R6年（2024年）

食料・農業・農村基本計画
R7（2025年）

第2次農都創造計画
R8（2026）~R17（2035）

食料・農業・農村基本法改訂
R6（2024年）

食料・農業・農村基本計画

ひょうご農林水産ビジョン2035
R8（2026）~R17（2035）
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R3年（2021年） 日本農業遺産認定
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H28年（2016年）H28年（2016年） H28（2016）~R7（2025）

H22年（2010年）

H24年（2012年）H24年（2012年）

日本農業遺産認定

農都創造条例
H27（2015）年4月1日施行

第1次農都創造計画
H28（2016）~R7（2025）H28（2016）~R7（2025）

食料・農業・農村基本計画
H22（2010年）

H24（2012）~28（2016）H24（2012）~28（2016）H24（2012）~28（2016）

食料・農業・農村基本計画

ひょうご農林水産ビジョン2025
H28（2016）~R7（2025）
ひょうご農林水産ビジョン2025
H28（2016）~R7（2025）

ひょうご農林水産ビジョン2020
H24（2012）~28（2016）
ひょうご農林水産ビジョン2020
H24（2012）~28（2016）H24（2012）~28（2016）H24（2012）~28（2016）

ひょうご農林水産ビジョン2025
H28（2016）~R7（2025）

ひょうご農林水産ビジョン2020
H24（2012）~28（2016）

丹波篠山農都宣言H21年（2009年） 丹波篠山農都宣言
H21（2009）年2月7日

H22年（2010年）

H21年（2009年）

H17年（2005年）H17年（2005年）

丹波篠山農都宣言

H13年（2001年） 第1次アグリプラン21
H13（2001）年

食料・農業・農村基本計画

丹波篠山農都宣言
H21（2009）年2月7日

食料・農業・農村基本計画

丹波篠山農都宣言

H13（2001）年

食料・農業・農村基本計画

ひょうご農林水産ビジョン2015
H18（2006）~23（2011）H18（2006）~23（2011）
ひょうご農林水産ビジョン2015

H12年（2000年） アグリプラン21審議会

はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

H11年（1999年）H11年（1999年）

度）までの10カ年としますが、農業・農村を取り巻く情勢の変化を勘案し５年後の令和12
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

H11（1999年）H11（1999年）

食料・農業・農村基本計画
H12（2000年）

はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

丹波篠山市の農業施策

食料・農業・農村基本法制定
H11（1999年）

度）までの10カ年としますが、農業・農村を取り巻く情勢の変化を勘案し５年後の令和12
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

H11（1999年）

はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。

国の農業施策

食料・農業・農村基本法制定
H11（1999年）

度）までの10カ年としますが、農業・農村を取り巻く情勢の変化を勘案し５年後の令和12
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に
はこの計画に検討を加え、必要に応じて見直しを行います。
年度（2030年度）に中間見直しを行います。また、農業情勢に大きな変化が生じた場合に

丹波篠山市農都創造計画の期間は、令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年

計画の期間計画の期間

丹波篠山市農都創造計画の期間は、令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年丹波篠山市農都創造計画の期間は、令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年



基本目標と具体的な取り組み

基本目標１

担い手の育成

①集落営農組織への発展支援
②集落営農組織の連携・再編と法人化支援
③認定農業者、認定新規就農者への支援
④小規模農業者グループの支援
⑤新規就農者の確保
⑥農業経営の継承支援
⑦地域全体での連携による営農体制の最適化と効率化
⑧交流活動をサポートする人材の育成と体制の整備
⑨農業経営における女性の活躍推進
⑩栽培技術並びに知識の習得支援

基本目標３

環境創造型農業
システムの構築

①環境創造型農業の推進
②オーガニックビレッジの実現
③有機農業技術の普及と定着
④環境創造型農業への市民意識の醸成
⑤日本農業遺産を活かした交流と体験
⑥伝統技術・知恵の継承と活用
⑦環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全
⑧地域循環型の土づくり推進
⑨環境認証制度の周知と取得支援
⑩GAPの普及による農業経営改善

基本目標２

丹波篠山ブランド
力と発信力の強化

①黒大豆・黒枝豆の安定生産対策
②山の芋の省力栽培・増産支援
③栗の生産拡大と園地の継承支援
④丹波茶の持続可能な産地づくり
⑤丹波篠山牛の生産拡大
⑥環境創造型農産物の価値向上
⑦スマート農業技術の活用促進
⑧伝統的ブランド農産物の価値向上
⑨情報発信力の強化
⑩体験型農業・農泊の推進

基本目標４

農地の保全と活用

①地域計画の推進体制と農地利用の調整
②地域計画の優良事例の展開
③基盤整備・獣害対策の計画的推進
④農業施設ストックマネジメントの実践
⑤ため池の適正管理と改修整備
⑥水利施設管理体制の再構築と伝承
⑦活動組織・土地改良区の運営支援
⑧「水土里ビジョン」の策定推進
⑨草刈り隊の活動支援
⑩有害鳥獣の個体数管理と被害防止

基本目標 具体的な取り組み

66

⑩有害鳥獣の個体数管理と被害防止⑩有害鳥獣の個体数管理と被害防止

農地の保全と活用
⑦活動組織・土地改良区の運営支援⑦活動組織・土地改良区の運営支援
⑧「水土里ビジョン」の策定推進
⑨草刈り隊の活動支援
⑩有害鳥獣の個体数管理と被害防止

②地域計画の優良事例の展開

農地の保全と活用 ⑥水利施設管理体制の再構築と伝承
⑦活動組織・土地改良区の運営支援

①地域計画の推進体制と農地利用の調整

⑦活動組織・土地改良区の運営支援⑦活動組織・土地改良区の運営支援
⑧「水土里ビジョン」の策定推進

⑩有害鳥獣の個体数管理と被害防止

⑦活動組織・土地改良区の運営支援
⑧「水土里ビジョン」の策定推進

②地域計画の優良事例の展開
③基盤整備・獣害対策の計画的推進
④農業施設ストックマネジメントの実践
⑤ため池の適正管理と改修整備
⑥水利施設管理体制の再構築と伝承
⑦活動組織・土地改良区の運営支援
⑥水利施設管理体制の再構築と伝承
⑦活動組織・土地改良区の運営支援

①地域計画の推進体制と農地利用の調整①地域計画の推進体制と農地利用の調整

基本目標３

システムの構築
⑧地域循環型の土づくり推進⑧地域循環型の土づくり推進
⑨環境認証制度の周知と取得支援
⑩GAPの普及による農業経営改善

②オーガニックビレッジの実現
③有機農業技術の普及と定着

環境創造型農業
システムの構築 ⑦環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全

⑧地域循環型の土づくり推進

①環境創造型農業の推進
②オーガニックビレッジの実現

⑧地域循環型の土づくり推進⑧地域循環型の土づくり推進
⑨環境認証制度の周知と取得支援
⑩GAPの普及による農業経営改善

⑧地域循環型の土づくり推進
⑨環境認証制度の周知と取得支援

②オーガニックビレッジの実現②オーガニックビレッジの実現
③有機農業技術の普及と定着
④環境創造型農業への市民意識の醸成
⑤日本農業遺産を活かした交流と体験
⑥伝統技術・知恵の継承と活用
⑦環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全
⑧地域循環型の土づくり推進
⑦環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全
⑧地域循環型の土づくり推進

②オーガニックビレッジの実現
①環境創造型農業の推進
②オーガニックビレッジの実現

⑦環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全

基本目標２

力と発信力の強化
⑨情報発信力の強化
⑩体験型農業・農泊の推進

③栗の生産拡大と園地の継承支援
④丹波茶の持続可能な産地づくり

丹波篠山ブランド
力と発信力の強化

⑧伝統的ブランド農産物の価値向上
⑨情報発信力の強化

①黒大豆・黒枝豆の安定生産対策
②山の芋の省力栽培・増産支援
③栗の生産拡大と園地の継承支援

⑨情報発信力の強化
⑩体験型農業・農泊の推進

③栗の生産拡大と園地の継承支援
④丹波茶の持続可能な産地づくり
③栗の生産拡大と園地の継承支援③栗の生産拡大と園地の継承支援
④丹波茶の持続可能な産地づくり
⑤丹波篠山牛の生産拡大
⑥環境創造型農産物の価値向上
⑦スマート農業技術の活用促進
⑧伝統的ブランド農産物の価値向上
⑨情報発信力の強化
⑧伝統的ブランド農産物の価値向上

①黒大豆・黒枝豆の安定生産対策
②山の芋の省力栽培・増産支援
③栗の生産拡大と園地の継承支援
②山の芋の省力栽培・増産支援
③栗の生産拡大と園地の継承支援

基本目標１基本目標１

⑩栽培技術並びに知識の習得支援

④小規模農業者グループの支援
⑤新規就農者の確保

担い手の育成

⑨農業経営における女性の活躍推進

①集落営農組織への発展支援
②集落営農組織の連携・再編と法人化支援
③認定農業者、認定新規就農者への支援
④小規模農業者グループの支援

⑩栽培技術並びに知識の習得支援⑩栽培技術並びに知識の習得支援

④小規模農業者グループの支援④小規模農業者グループの支援④小規模農業者グループの支援
⑤新規就農者の確保
⑥農業経営の継承支援
⑦地域全体での連携による営農体制の最適化と効率化
⑧交流活動をサポートする人材の育成と体制の整備
⑨農業経営における女性の活躍推進⑨農業経営における女性の活躍推進

②集落営農組織の連携・再編と法人化支援
③認定農業者、認定新規就農者への支援
④小規模農業者グループの支援
③認定農業者、認定新規就農者への支援
④小規模農業者グループの支援

⑦地域全体での連携による営農体制の最適化と効率化
⑧交流活動をサポートする人材の育成と体制の整備

基本目標

基本目標と具体的な取り組み基本目標と具体的な取り組み

①集落営農組織への発展支援

基本目標と具体的な取り組み基本目標と具体的な取り組み

具体的な取り組み具体的な取り組み



基本目標１　多様な担い手の育成
めざすべき将来像
集落の農業や農地利用のあり方が明確になり、多様な農業者が連携し、それぞれが役
割を果たしています。

■ 大規模農業者と集落営農組織を中心的な担い手とし、小規模農業者、家族農業者、半農
半Ⅹのような多様な担い手が力を合わせ、農業機械・施設・農地を効率的に活用するこ
とで、地域全体で持続可能な農業を実現しています。

■ 地区ごとの将来の農地利用を示した地域計画に基づき、意欲ある農業者や農地保全を担
う多様な人材によって、次の世代に優良な農地が引き継がれています。

■ 農業後継者や新規就農者は、集落の農業者や担い手農業者との連携や支援を受けながら
成長し、集落農業の中核を担う存在となっています。

（１）これまでの市の取り組み
丹波篠山市では、農村集落が将来にわたって維持・発展していけるよう、担い手の育成
を推進してきました。特に「集落の農業や農地は集落で守る」ことをあるべき姿として位
置づけ、集落営農組織の組織化や法人化を進め、これらの組織が地域の持続的な農業の担
い手となるよう、経営基盤や組織体制の強化を図ってきました。現在、集落営農組織のう
ち８組織が法人化されており、新たな組織設
立や法人化を検討されている集落もあります。
また、高齢化や過疎化が進む中、地域内で
農業の担い手が確保できない状況でも、集落
と大規模農業者が連携し、水路や獣害柵の点
検など農業用施設の維持管理、草刈や水管理
などを集落が支援するなど、役割分担の仕組
みづくりにも地域住民とともに取り組んでき
ました。
こうした取り組みを進めるにあたり、市や
JA、普及センター、農業委員会などの関係機関が連携し、自分たちの集落をどう守り、誰
が農地を担っていくのかを話し合う「人・農地プラン」の策定を支援してきました。令和
５年（2023年）の法改正により、「人・農地プラン」は「地域計画2」へと名称変更され、
「目標地図」の作成が新たに義務づけられました。丹波篠山市では、校区を将来の農業の姿
を描く単位「地区」として位置づけ、令和７年（2025年）３月には全18地区において地域
計画の策定を完了しました。また、平成27年度（2015年度）からは、集落営農を支援する

2　 地域計画　将来にわたり農業を維持していくため、地域の話し合いにより担い手と将来の農地利用の姿を示す計画。

スマート化が進む集落営農組織

7

　 地域計画　将来にわたり農業を維持していくため、地域の話し合いにより担い手と将来の農地利用の姿を示す計画。　将来にわたり農業を維持していくため、地域の話し合いにより担い手と将来の農地利用の姿を示す計画。　将来にわたり農業を維持していくため、地域の話し合いにより担い手と将来の農地利用の姿を示す計画。
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計画の策定を完了しました。また、平成27年度（2015年度）からは、集落営農を支援する計画の策定を完了しました。また、平成27年度（2015年度）からは、集落営農を支援する

JA、普及センター、農業委員会などの関係機関が連携し、自分たちの集落をどう守り、誰
が農地を担っていくのかを話し合う「人・農地プラン」の策定を支援してきました。令和
JA、普及センター、農業委員会などの関係機関が連携し、自分たちの集落をどう守り、誰JA、普及センター、農業委員会などの関係機関が連携し、自分たちの集落をどう守り、誰
が農地を担っていくのかを話し合う「人・農地プラン」の策定を支援してきました。令和
５年（2023年）の法改正により、「人・農地プラン」は「地域計画
「目標地図」の作成が新たに義務づけられました。丹波篠山市では、校区を将来の農業の姿
を描く単位「地区」として位置づけ、令和７年（2025年）３月には全18地区において地域を描く単位「地区」として位置づけ、令和７年（2025年）３月には全18地区において地域

ました。
こうした取り組みを進めるにあたり、市や
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（１）

を推進してきました。特に「集落の農業や農地は集落で守る」ことをあるべき姿として位
丹波篠山市では、農村集落が将来にわたって維持・発展していけるよう、担い手の育成
を推進してきました。特に「集落の農業や農地は集落で守る」ことをあるべき姿として位

 農業後継者や新規就農者は、集落の農業者や担い手農業者との連携や支援を受けながら
成長し、集落農業の中核を担う存在となっています。成長し、集落農業の中核を担う存在となっています。
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 大規模農業者と集落営農組織を中心的な担い手とし、小規模農業者、家族農業者、半農
半Ⅹのような多様な担い手が力を合わせ、農業機械・施設・農地を効率的に活用するこ
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めざすべき将来像
集落の農業や農地利用のあり方が明確になり、多様な農業者が連携し、それぞれが役
めざすべき将来像

基本目標１　多様な担い手の育成基本目標１　多様な担い手の育成

集落の農業や農地利用のあり方が明確になり、多様な農業者が連携し、それぞれが役
めざすべき将来像

基本目標１　多様な担い手の育成基本目標１　多様な担い手の育成

集落の農業や農地利用のあり方が明確になり、多様な農業者が連携し、それぞれが役



ため「集落営農基金」を設置し、共同利用する農業機械の導入支援を行ってきました。
さらに、令和５年度（2023年度）からは「集落農業守り隊応援事業」として、小規模農
業者３戸以上のグループにも農業機械の助成を拡充し、これにより、集落農業の中核的な
担い手としての活動が展開されてきており、将来的には集落営農組織への発展や連携も期
待されています。
地域農業の持続的な発展に向けては、地域内
外から多様な人材の参画が進みつつあります。
新規就農者の相談窓口として、関係機関による
総合的な支援体制を設け、将来の営農計画の策
定支援や研修先農業者の紹介、助成制度の手続
き支援など重点的に実施しています。これらの
結果、移住者や祖父母の農業を継ぐ「孫ターン」
など都市部からの就農希望が増えています。
農業の担い手育成においては、黒大豆や山の
芋、野菜などの作物ごとに栽培技術を学べる「楽
農セミナー」や、女性農業者のさらなる活躍を支援するためのトラクター操作研修の開催
など、農業経営に必要な知識・技術の習得を支援してきました。
このように地域の特性や実情に即した多様な支援を行いながら、次世代を担う人材の確
保と育成、持続可能な営農体制の構築に取り組んできました。

（２）現状と課題
米価の長期的な低迷に加え、農業機械・農業資材の高騰、高齢化による離農、後継者や
労働力不足といった要因から、地域農業を支えてきた担い手が減少し、農地の維持や農業
技術の継承が難しくなってきています。
集落営農組織では後継者の確保が課題と考えている組織が72％（令和７年兵庫県調べ）
あり、構成員の高齢化や後継者不足により継続が困難な組織が増えつつあります。このた
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に関する意思決定に十分に関われていない場合もあり、農業経営と地域活動の両面で能力
を発揮できる環境づくりが求められます。
加えて、人口減少や高齢化により、地域を牽引するリーダーの減少が課題となっており、
高齢農業者が持つ技術や経験を次世代に継承する仕組みづくり、都市住民や企業との連携、
移住者の受け入れ、農業体験などの交流活動を支える人材の更なる充実などが必要です。
また、都市との交流や関係人口の創出を持続的に推進していくためには、都市住民や移住
希望者と地域をつなぐ人材の育成・確保が不可欠であり、こうした人材を支える体制整備
や、地域全体で活動を継続・発展させるための仕組みづくりが急務となっています。

（３）今後の方向性
「集落の農業や農地は集落で守る」ことを基
本に、地区単位で策定された地域計画の実現
と定期的な見直しを支援するとともに、大規
模農業者や集落営農組織、小規模農業者など
が担うべき役割を明確にし、地域農業の持続
的な発展を図ります。また、集落営農組織の
組織化、法人化を進めるとともに、認定農業
者・認定新規就農者の経営能力向上や新しい
技術導入を支援し、地域農業の担い手となる
よう支援します。
新規就農者の育成、確保を図るため、行政やJA・農業団体、地域住民が一体となり、就
農前から経営が安定するまで切れ目のない支援を図るとともに、女性や若者、移住者など
多様な人材が農業に参画し、それぞれの能力や希望に応じて活躍できる機会を広げていき
ます。また、取り組みが進んでいる小規模農業者グループの活動を支援するとともに、地
域内外の人材が連携して農業を支える体制の構築を図り、地域ぐるみの営農や農地保全の
実現を目指します。
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（４）具体的な取り組み

１ 集落営農組織への発展支援
集落や地域での話し合いを通じて組織化を
推進するとともに、黒大豆栽培における機械
の共同利用や共同作業組織から集落の農地
や農業を担う組織への発展支援、女性や若
者、移住者等の参画と活躍の場づくりを支援
します。

２ 集落営農組織の連携・再編と法人化支援
集落を越えた営農組織の連携や営農組織の
再編を進め、組織体制の強化や新たな担い手
づくりを図ります。また、農業機械や施設、経営農地などを計画的に次世代に引き継ぐた
め、集落営農組織の法人化を支援し、経営の合理化や外部人材との連携、円滑な経営継承
等を進めます。

３ 認定農業者、認定新規就農者への支援
個々の経営に応じた経営改善計画の策定・
実践に加え、経営に関する研修や支援を通じ
て、高い知識と技術、優れた経営能力をもつ
農業者の育成を図ります。

４ 小規模農業者グループの支援
機械導入や経営支援を通じて、小規模農業
者グループの活動を支援し、効率化と持続性
を高めます。また、小規模農業者グループが
地域の担い手農業者や集落営農組織へと発展するための支援を行い、地域ぐるみの営農や
農地保全を推進します。

５ 新規就農者の確保
定年退職後に地元へ戻るＵターンや、都市部に在住する孫世代のＩターンなど、田舎暮
らしを志向する人の受け入れを支援し、農業後継者の確保を図ります。また、地域と移住
希望者をつなぐマッチング体制を強化します。

６ 農業経営の継承支援
後継者がいない場合でも、移住就農者や近隣の農業者へ農地・機械・栽培技術などが継
承できるよう、関係機関による調整支援とマッチングの仕組みを構築します。

黒大豆脱粒の共同作業
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７ 地域全体での連携による営農体制の最適化と効率化
大規模農業者と集落営農組織が役割を分担し
て低コストで持続可能な営農体制を構築すると
ともに、既存の担い手農業者が新規就農者を支
援する仕組みを整えます。これにより、機械作
業や栽培技術の補完を進めつつ、経営の効率化
と新規就農者の早期経営安定を図り、地域全体
で最適な営農体制を実現します。

８ 交流活動をサポートする人材の育成と体制の整備
地域と都市住民、移住者・就農希望者などをつなぐ人材の育成を進めるとともに、こう
した人材が活動を継続できる支援を行います。また、地域の中核となる人材を発掘・育成
し、交流活動や農業体験、定住支援などの取り組みを通じて、関係人口の創出と定着を図
ります。

９ 農業経営における女性の活躍推進
農業経営や地域活動の中で女性が主体的に関
われるよう、学びや交流の場を提供するととも
に、経営参画や地域における意思決定への参画
を促進します。

10 栽培技術並びに知識の習得支援
熟練農業者が持つ技術や知恵を次世代へ継承
するための研修などを開催します。また、若手
農業者や新規就農者が実践的に学べる場の充実
を図ります。
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基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化
めざすべき将来像
市民一人ひとりが上質な特産物と、それを育んできた伝統や風土に誇りを持ち、その
価値を高め、地域内外に向けて広く発信しています。

■ 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪
作に取り組んでいます。

■ 優良な種子の確保や生産の効率化によって高品質な農産物が安定して生産されています。

■ 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ
る農村環境が維持・向上しています。

■ 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流
が活発に行われています。

（１） これまでの市の取り組み
丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国
の篠山を指す呼称として古くから親しまれてきましたが、丹波市と混同されることがあ
り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ
ています。
令和５年度（2023年度）に実施した経済効果検証では、地域経済への影響額が市名変更
前の52億円から約75億円へと約1.4倍に増加し、「丹波篠山」を丹波篠山市として認識して
いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。
丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝
統的な特産農産物を有しており、これら
は地域の風土・文化・伝統技術の中で世
代を超えて受け継がれ、地域の個性と誇
りが醸成されています。特に「丹波篠山」
の名称自体が一つのブランドとして広く
認知され、農業のみならず観光や地域経
済にも寄与しています。

75 88
160 202 235

544
657 648

553 513

619
745 808 754 747

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

H17 H22 H27 R2 R6

黒大豆作付け面積の推移（枝豆含む）

枝豆 子実 枝豆+子実

(ha：丹波篠山市調べ）

（出典）丹波篠山市

1212

りが醸成されています。特に「丹波篠山」
の名称自体が一つのブランドとして広く
りが醸成されています。特に「丹波篠山」りが醸成されています。特に「丹波篠山」

は地域の風土・文化・伝統技術の中で世
代を超えて受け継がれ、地域の個性と誇
りが醸成されています。特に「丹波篠山」りが醸成されています。特に「丹波篠山」りが醸成されています。特に「丹波篠山」
の名称自体が一つのブランドとして広く 300

400
500りが醸成されています。特に「丹波篠山」りが醸成されています。特に「丹波篠山」

の名称自体が一つのブランドとして広く
認知され、農業のみならず観光や地域経
済にも寄与しています。

は地域の風土・文化・伝統技術の中で世
代を超えて受け継がれ、地域の個性と誇
りが醸成されています。特に「丹波篠山」 500

600
700
800
900

代を超えて受け継がれ、地域の個性と誇
りが醸成されています。特に「丹波篠山」

（出典）丹波篠山市

553553

88

544544

H22

枝豆 枝豆+子実

648648
553

808808 754754
(ha

544
657657

（出典）丹波篠山市

235235

513

R6

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝
統的な特産農産物を有しており、これら
は地域の風土・文化・伝統技術の中で世

り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ
ています。
り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ
ています。

いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。

が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国
の篠山を指す呼称として古くから親しまれてきましたが、丹波市と混同されることがあ
り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっり、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝
統的な特産農産物を有しており、これら
は地域の風土・文化・伝統技術の中で世

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝

り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっり、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

令和５年度（2023年度）に実施した経済効果検証では、地域経済への影響額が市名変更
前の52億円から約75億円へと約1.4倍に増加し、「丹波篠山」を丹波篠山市として認識して
いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。

が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国
の篠山を指す呼称として古くから親しまれてきましたが、丹波市と混同されることがあ
り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっり、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝

黒大豆作付け面積の推移（枝豆含む）
(ha

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝

り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっり、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

令和５年度（2023年度）に実施した経済効果検証では、地域経済への影響額が市名変更
前の52億円から約75億円へと約1.4倍に増加し、「丹波篠山」を丹波篠山市として認識して
いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。いる人が約2.4倍に増え、ブランド力と認知度の向上に大きく寄与しています。

が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国
の篠山を指す呼称として古くから親しまれてきましたが、丹波市と混同されることがあ
り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっり、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

丹波篠山市は、丹波黒大豆、山の芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛など、全国に誇る伝

り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

令和５年度（2023年度）に実施した経済効果検証では、地域経済への影響額が市名変更
前の52億円から約75億円へと約1.4倍に増加し、「丹波篠山」を丹波篠山市として認識して

り、ブランドの独自性に課題がありました。市名変更はこうした誤解の解消にもつながっ

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国

が活発に行われています。

 これまでの市の取り組み
丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」

 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流■

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ

が活発に行われています。

 これまでの市の取り組み
丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」

 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
が向上し、本市の魅力がより的確に伝わるようになりました。「丹波篠山」は、丹波の国

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」

 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流

丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」
へ変更し、丹波篠山ブランドの強化を図りました。これにより、地域の認知度やイメージ
丹波篠山市は、令和元年（2019年）５月１日に市名を「篠山市」から「丹波篠山市」

 都市住民や市民の間で丹波篠山市の農業に対する理解や共感が広がり、農業者との交流

 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ
る農村環境が維持・向上しています。

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪
作に取り組んでいます。
■

価値を高め、地域内外に向けて広く発信しています。

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪■

 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ
る農村環境が維持・向上しています。
 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪
作に取り組んでいます。

 優良な種子の確保や生産の効率化によって高品質な農産物が安定して生産されています。

価値を高め、地域内外に向けて広く発信しています。

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪

 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪

 優良な種子の確保や生産の効率化によって高品質な農産物が安定して生産されています。

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪

 恵まれた特産農産物や自然、景観、歴史文化を活かし、住民と来訪者にとっても魅力あ

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪

 優良な種子の確保や生産の効率化によって高品質な農産物が安定して生産されています。

 黒大豆、山の芋、水稲などの伝統的な特産農産物を育むために、土づくりや計画的な輪

めざすべき将来像
市民一人ひとりが上質な特産物と、それを育んできた伝統や風土に誇りを持ち、その

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化

市民一人ひとりが上質な特産物と、それを育んできた伝統や風土に誇りを持ち、その
めざすべき将来像

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化

市民一人ひとりが上質な特産物と、それを育んできた伝統や風土に誇りを持ち、その

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化



なかでも、丹波黒大豆は本市を代表する
基幹作物であり、令和３年（2021年）に
は「丹波篠山の黒大豆栽培」が日本農業遺
産4に認定されました。これは、干ばつ対
策として設けられた「犠牲田」や、湿田・
粘土質の土地でも栽培できるよう工夫され
た高畝づくり、優良種子の継承といった、
地域に根ざした農業の知恵と実践が高く評
価されたものです。こうした先人たちの取
り組みや、それによって育まれた景観や自
然環境は、今日の丹波篠山ブランドの礎と
なっています。
黒大豆の収穫期である秋には、丹波篠
山味まつりや各地域の味覚イベントが開催され、黒枝豆を目当てに多くの観光客が訪れま
す。令和５年（2023年）には10月だけで72万人が来訪し、城下町地区だけでなく、収穫
体験ができる農村部にも人が集まるなど、農業が地域交流や観光の基盤として機能してい
ます。市内の直売所は、地元住民に加えこうした来訪者にとっての重要な購買の場となっ
ており、地域農業と人をつなぐ交流の接点としての役割を果たしています。
また、スマート農業の導入や、農都のめぐみ農産物認証制度5、オーガニックビレッジ宣

言6など、持続可能な農業に向けた新たな取り組みも進めており、更なる丹波篠山ブランド
の強化を推進してきました。

（２） 現状と課題
丹波篠山の黒枝豆は、その美味しさや風味、ブランド価値が広く評価され、年々消費者
からの人気が高まっています。この需要の高まりに応じて、担い手農業者や集落営農組織
では、収穫や選別作業の省力化に向けた機械導入が進められています。また、新規就農者
の中には、収益性の高さを背景に黒枝豆の生産に特化した経営を開始するケースも見られ
ます。しかし、収穫期に労働力が集中することから、特に人手不足が深刻化しており、安
定した生産体制の維持が求められています。
黒枝豆の出荷後に成熟させて収穫する黒大豆については、市場や消費者の需要が高い一
方で供給が不足している状況です。連作による収量低下や病害の発生リスクが懸念されて
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の
課題となっています。

4　 日本農業遺産　社会や環境に適応しながら形成された伝統的な農林水産業とその土地の文化が一体となった地域システ
ムを農林水産大臣が認定する制度。

5　 農都のめぐみ農産物認証制度　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り
組む生産団体等を市が認定する制度。

6　 オーガニックビレッジ宣言　農林水産省が推進する取組で、有機農業の生産から消費までを地域ぐるみで拡大する方針を
自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目
指す。

享保15年（1730）に出版された料理本
「黒豆丹州笹山よし　押して汁煮染」

13

自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目

13

　 農都のめぐみ農産物認証制度　 農都のめぐみ農産物認証制度
組む生産団体等を市が認定する制度。
　 オーガニックビレッジ宣言
自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目

　 農都のめぐみ農産物認証制度

温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の
課題となっています。
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の
課題となっています。

4　 日本農業遺産

5　 農都のめぐみ農産物認証制度

ムを農林水産大臣が認定する制度。
　 農都のめぐみ農産物認証制度

方で供給が不足している状況です。連作による収量低下や病害の発生リスクが懸念されて
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

　農林水産省が推進する取組で、有機農業の生産から消費までを地域ぐるみで拡大する方針を
自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目

　 農都のめぐみ農産物認証制度　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り
組む生産団体等を市が認定する制度。

温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　社会や環境に適応しながら形成された伝統的な農林水産業とその土地の文化が一体となった地域システ
ムを農林水産大臣が認定する制度。
　 農都のめぐみ農産物認証制度　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

方で供給が不足している状況です。連作による収量低下や病害の発生リスクが懸念されて
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

　農林水産省が推進する取組で、有機農業の生産から消費までを地域ぐるみで拡大する方針を
自治体が宣言するもの。学校給食等との連携や流通体制の構築を通じ、有機農業の面的拡大と持続可能な地域づくりを目

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　社会や環境に適応しながら形成された伝統的な農林水産業とその土地の文化が一体となった地域システ

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

方で供給が不足している状況です。連作による収量低下や病害の発生リスクが懸念されて
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の
おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

　社会や環境に適応しながら形成された伝統的な農林水産業とその土地の文化が一体となった地域システ

　化学肥料・農薬を兵庫県慣行レベルの半分以下にし、生きもの配慮や生きもの調査に取り

おり、水稲との輪作体系の導入など対策が必要となっています。さらに近年では夏場の高
温の影響により、品質の低下や収量の減少も顕在化しており、気候変動への対応も喫緊の

定した生産体制の維持が求められています。
黒枝豆の出荷後に成熟させて収穫する黒大豆については、市場や消費者の需要が高い一
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山の芋は、種芋の植え付けから収穫まで手間がかかり、つるの誘引や病害虫対策といっ
たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大
きな負担となりますが、品質の保持には丁
寧な作業が必要なため、省力化や機械化が
難しい現状です。丹波栗も同様に、剪定、
施肥、病害虫対策、収穫など年間を通して
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏
打ちされた栽培技術や知識の継承が課題と
なっています。茶は輸出が伸びつつあるも
のの、国内市場では消費者の嗜好の多様化
などにより需要が伸び悩んでおり、更なる
品質向上と需要に即した取り組みが必要で
す。丹波篠山牛の生産農家は、個人経営が
多く、老朽化した施設の更新や後継者の確
保が課題となっています。
丹波篠山ブランドは、豊かな自然と歴史、
伝統的な農業が織りなす独自の魅力を有し
ています。その魅力をさらに高めていくた
めに、丹波篠山ブランド全体の統一的なコ
ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
ています。また、農業体験や農泊など、観
光との連携も着実に広がっています。今後
はこれらの取り組みを持続可能な形で発展
させていくための支援体制の整備が求めら
れています。

（３）今後の方向性
「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の
芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、
農業生物多様性、集落ごとの協働による営農体制といった、丹波篠山の風土に根ざした農
業の魅力と意義を次世代へ継承していくことが重要です。
本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
こうした価値を可視化し発信することで、農業の“やりがい”や“誇り”を市内外に広く伝
えていきます。
生産基盤の維持・強化に向けては、スマート農業7の導入や品種転換等による気候変動へ

7　 スマート農業　ロボットやAI( コンピューターシステムなどの人工知能）などの先端技術を活用し、省力化や高精度化を
図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能
な農業の実現を目指す取組。

リモート式土壌水分センサー

丹波黒大豆採種ほ場

1414

図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能
な農業の実現を目指す取組。
図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能
　 スマート農業　ロボットやAI( コンピューターシステムなどの人工知能）などの先端技術を活用し、省力化や高精度化を
図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能

しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に

生産基盤の維持・強化に向けては、スマート農業

業の魅力と意義を次世代へ継承していくことが重要です。
本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に

　ロボットやAI( コンピューターシステムなどの人工知能）などの先端技術を活用し、省力化や高精度化を
図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能

しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
こうした価値を可視化し発信することで、農業の“やりがい”や“誇り”を市内外に広く伝

生産基盤の維持・強化に向けては、スマート農業生産基盤の維持・強化に向けては、スマート農業

業の魅力と意義を次世代へ継承していくことが重要です。
本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に

　ロボットやAI( コンピューターシステムなどの人工知能）などの先端技術を活用し、省力化や高精度化を
図る農業の形態。自動操舵トラクタやドローン、環境制御技術などを用い、担い手不足への対応と生産性向上、持続可能

しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
こうした価値を可視化し発信することで、農業の“やりがい”や“誇り”を市内外に広く伝

生産基盤の維持・強化に向けては、スマート農業7の導入や品種転換等による気候変動への導入や品種転換等による気候変動へ

本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物にしての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に
は、それぞれに歴史や風土、伝統技術、農村景観などの文化的・環境的価値を有しており、
こうした価値を可視化し発信することで、農業の“やりがい”や“誇り”を市内外に広く伝

の導入や品種転換等による気候変動へ

本市の農業は、単なる生産活動にとどまらず、人と自然、そして文化が調和する営みと
しての価値を持ち、これを次世代へと受け継いでいく必要があります。ブランド農産物に

芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、
農業生物多様性、集落ごとの協働による営農体制といった、丹波篠山の風土に根ざした農
業の魅力と意義を次世代へ継承していくことが重要です。

芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、

させていくための支援体制の整備が求めら
れています。
させていくための支援体制の整備が求めら
れています。

「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の

光との連携も着実に広がっています。今後
はこれらの取り組みを持続可能な形で発展
させていくための支援体制の整備が求めらさせていくための支援体制の整備が求めら

芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、
農業生物多様性、集落ごとの協働による営農体制といった、丹波篠山の風土に根ざした農
業の魅力と意義を次世代へ継承していくことが重要です。

芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、

させていくための支援体制の整備が求めらさせていくための支援体制の整備が求めら

「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の

光との連携も着実に広がっています。今後
はこれらの取り組みを持続可能な形で発展
させていくための支援体制の整備が求めらさせていくための支援体制の整備が求めら

芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、
農業生物多様性、集落ごとの協働による営農体制といった、丹波篠山の風土に根ざした農
芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、

丹波黒大豆採種ほ場

「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の

丹波黒大豆採種ほ場

「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の
芋、丹波栗、丹波茶、丹波篠山牛などの伝統的特産物の栽培技術や飼養技術、農村景観、
「丹波の森宣言」の理念に基づき、地域の自然や文化と共生しながら、丹波黒大豆、山の

ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
ています。また、農業体験や農泊など、観
光との連携も着実に広がっています。今後

ンセプトやストーリーの整理、共有を進め

丹波篠山ブランドは、豊かな自然と歴史、

ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
めに、丹波篠山ブランド全体の統一的なコ
ンセプトやストーリーの整理、共有を進め

多く、老朽化した施設の更新や後継者の確
保が課題となっています。保が課題となっています。

ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
ています。また、農業体験や農泊など、観
光との連携も着実に広がっています。今後

ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
ています。また、農業体験や農泊など、観

丹波篠山ブランドは、豊かな自然と歴史、丹波篠山ブランドは、豊かな自然と歴史、
伝統的な農業が織りなす独自の魅力を有し
ています。その魅力をさらに高めていくた
めに、丹波篠山ブランド全体の統一的なコ
ンセプトやストーリーの整理、共有を進め
めに、丹波篠山ブランド全体の統一的なコ
ンセプトやストーリーの整理、共有を進め

多く、老朽化した施設の更新や後継者の確
保が課題となっています。

リモート式土壌水分センサー

などにより需要が伸び悩んでおり、更なる
品質向上と需要に即した取り組みが必要で
す。丹波篠山牛の生産農家は、個人経営が

などにより需要が伸び悩んでおり、更なる

多くの作業が必要であり、長年の経験に裏
打ちされた栽培技術や知識の継承が課題と
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏多くの作業が必要であり、長年の経験に裏

などにより需要が伸び悩んでおり、更なるなどにより需要が伸び悩んでおり、更なる

難しい現状です。丹波栗も同様に、剪定、
施肥、病害虫対策、収穫など年間を通して
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏多くの作業が必要であり、長年の経験に裏

などにより需要が伸び悩んでおり、更なる
品質向上と需要に即した取り組みが必要で
す。丹波篠山牛の生産農家は、個人経営が

などにより需要が伸び悩んでおり、更なる
品質向上と需要に即した取り組みが必要で

多くの作業が必要であり、長年の経験に裏
打ちされた栽培技術や知識の継承が課題と
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏多くの作業が必要であり、長年の経験に裏
打ちされた栽培技術や知識の継承が課題と
なっています。茶は輸出が伸びつつあるも
のの、国内市場では消費者の嗜好の多様化
などにより需要が伸び悩んでおり、更なるなどにより需要が伸び悩んでおり、更なる

難しい現状です。丹波栗も同様に、剪定、
施肥、病害虫対策、収穫など年間を通して
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏
施肥、病害虫対策、収穫など年間を通して
多くの作業が必要であり、長年の経験に裏

きな負担となりますが、品質の保持には丁
寧な作業が必要なため、省力化や機械化が
きな負担となりますが、品質の保持には丁
たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大
きな負担となりますが、品質の保持には丁
寧な作業が必要なため、省力化や機械化が
きな負担となりますが、品質の保持には丁

山の芋は、種芋の植え付けから収穫まで手間がかかり、つるの誘引や病害虫対策といっ
たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大
山の芋は、種芋の植え付けから収穫まで手間がかかり、つるの誘引や病害虫対策といっ
たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大
山の芋は、種芋の植え付けから収穫まで手間がかかり、つるの誘引や病害虫対策といっ
たきめ細やかな管理が求められています。また、重量野菜であるため収穫時の重労働は大



の適応、省力化技術の導入、さらには栽培・収穫の共同体制づくりや農業機械・施設の共
同利用支援を通じて、持続可能で効率的な生産体制を確立します。また、高齢化が進む中
でも、新規就農者が参入しやすく、規模拡大や技術向上が可能となるよう地域の体制づく
りを進めます。
「農都のめぐみ農産物認証」など環境創造型農業の取り組みにより、個性ある産地として
の付加価値を高めていくとともに、農業者の取り組みが正当に評価され、流通・消費へと
つながる仕組みの構築を目指します。
さらに、ブランド力の強化にあたっては、
各品目の個別の魅力に加え、先人が培って
きた丹波篠山の風土、歴史などを統一した
メッセージやデザインで発信することで、
市全体としてのブランド価値を高めていき
ます。
農産物直売所は、地産地消の拠点である
とともに、観光客や都市住民との交流の場
でもあります。こうした拠点機能を活かし、
地域農業の魅力や食文化を可視化し、農業
への共感を育みながら、地域と都市がともに支える持続的な産地づくりを推進します。
また、農業体験や農泊など観光と融合した取り組みや、都市との関係人口の創出に向
けて「丹波篠山の農業」を核とした地域の魅力を広く発信し続ける仕組みづくりを推進
します。
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（４） 具体的な取り組み

１ 黒大豆・黒枝豆の安定生産対策
黒大豆・黒枝豆では、高温耐性品種の導入や優
良種子の確保、土壌マップや気象データを活用し
た潅水支援等高温少雨に対応した栽培技術の確
立、省力化機械や品質保持のための設備の導入な
どを進め、安定した収量と品質向上を図ります。

２ 山の芋の省力栽培・増産支援
防草シートや支柱などの導入、土壌水分セン
サーを活用した栽培管理などの支援、作業の省力化や土壌水分遠隔監視システムの充実な
どを進めるとともに、新規作付け者を支援し増産につなげます。

３ 栗の生産拡大と園地の継承支援
栗の新植や園地の若返りとあわせて、高品質
生産に必要な指導者（丹波栗剪定士）の育成を
支援し、生産の拡大を図ります。また、栗園の
継承や後継者育成を進めます。

４ 丹波茶の持続可能な産地づくり
丹波篠山茶の歴史的価値をブランドとして活
かし、持続可能な産地づくりに向け、茶園の利
用拡大と担い手育成を支援します。

５ 丹波篠山牛の生産拡大
優良子牛の導入や飼養技術の向上、データを活用した効率的な繁殖管理を通じて生産性
を高めるとともに、防疫体制を強化し安定した生産基盤を確立します。

６ 環境創造型農産物の価値向上
化学肥料・化学農薬の低減や有機農業を通じて、地域資源や生物多様性を守りながら安
全な食の供給により、消費者の信頼を高め、農
産物のブランド力の強化を図ります。

７ スマート農業技術の活用促進
スマート農業技術の活用とともに、技術や機
器に応じた新たな生産方式の導入支援、機器の
共同利用・作業受委託体制の強化などにより、
省力化と効率化、低コスト化を図ります。

黒大豆種子の発芽試験
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（４） 具体的な取り組み



８ 伝統的ブランド農産物の価値向上
日本農業遺産に認定された黒大豆栽培の歴史や背景を整理・発信し、文化や暮らしに根
差した民俗的な価値として伝えていきます。農業者、観光事業者、関係機関が連携して伝
統的ブランド農産物の価値を高めるとともに、都市住民や若者を対象とした農業ボランティ
ア、インターンシップの受け入れを推進します。これらの取り組みにより、ファンづくり
を進め、新たな就農や関係人口の拡大につなげます。

９ 情報発信力の強化
農産物直売所や観光施設との連携を強化し、魅力的な情報発信を推進します。また、日
本農業遺産に認定されたストーリー性を活かした広報戦略を展開し、消費者や観光客に対
して効果的に情報を届けることで、販路拡大と地域全体の認知度向上を図ります。

10 体験型農業・農泊の推進
農業体験や農泊を取り入れる農業者を支援し、観光・宿泊事業者との連携を推進し、新
たな経営モデルの普及を進めます。また、農業遺産に認定された地域の環境（暮らしや食
文化、景観、農業生物多様性など）を活用した、地域が主体となって企画・運営する着地
型観光を推進し、農業と観光の融合による地域の活性化を目指します。
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基本目標３　環境創造型農業システムの構築
めざすべき将来像
環境に配慮した農業生産によって安全な食を持続的に供給し、人と自然が両立した持
続可能な農業を実現しています。

■ 化学肥料や化学農薬の使用を抑える取り組みや、有機農業の技術が普及し、自然環境の
保全や農業生物多様性に配慮した農業と農村づくりが進められています。

■ 古くから受け継がれてきた自然と共生する農業技術や知識が活かされ、丹波篠山市なら
ではの環境に配慮した農業が実践されています。

■ 食の安全性を伝える独自の仕組みが広がり、丹波篠山産の農産物に対する消費者の信頼
が高まっています。

■ 農村の自然や生きものを大切にする意識が市民の間に広がり、健全な自然環境が次の世
代へと受け継がれています。

（１）これまでの市の取り組み
丹波篠山市における環境創造型農業の取り組みは、平成28年度（2016年度）に設置され
た「環境創造型農業庁内検討会」から始まりました。この検討会では、多くの農家が取り
組みやすいよう、環境や生きものに配慮した水稲栽培方法が検討され、兵庫県の地域慣行
レベルの化学肥料・化学農薬の使用量を半分以下に抑える栽培方法を取りまとめました。
その後、実証栽培を通じて従来の慣行栽培と比較しながら収量などの検証を行い、令和
２年度（2020年度）には市独自栽培基準である「農都のめぐみ米栽培こよみ」を作成し、
「農都のめぐみ米」として市内の全農家に配布することで導入を推進しました。
令和３年度（2021年度）には、市内の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校の米飯給
食すべてが集落営農組織９団体から供給された「農都のめぐみ米」になりました。さらに
令和４年度（2022年度）には、栽培を奨
励する補助制度を創設し、488戸の農家
が約560ヘクタール分を申請。市内の水
稲栽培面積の約26％で「農都のめぐみ
米」の栽培が始まり、取り組みが広がっ
ています。令和６年度（2024年度）に
は、「農都のめぐみ農産物認証」制度を創
設し、取り組みの一層の推進とブランド
化を図っています。
本市が全国に誇るブランド農産物は、
長年にわたり培われてきた伝統的な農業 特別栽培米の集落ぐるみの取り組み
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技術と、豊かな自然環境のもとで育まれたものであり、「丹波の森」に育まれた自然の恵み
の象徴です。特に基幹作物である黒大豆の栽培は、令和３年（2021年）に「丹波篠山の黒
大豆栽培」として日本農業遺産に認定され、地域の自然と調和した持続可能な農業システ
ムとして高く評価されています。
こうした取り組みの根底には、「農業生
物多様性の保全と活用」という視点があ
ります。農業生物多様性とは、栽培する
作物に加え、農地に生息する微生物、昆
虫、鳥類、植物などの生物多様性、さら
には農地、里山、水路などに広がる生態
系の多様性を含みます。これらは食料生
産の基盤である農業と密接にかかわりを
持ち、生態系サービス（自然の恵み）の
維持、気候変動への適応、文化的価値の
継承などにも極めて重要な役割を担って
います。
本市では、多自然型水路「農都のまほろば水路」の整備や、生きものや自然に優しいひ
と工夫をまとめた「エコアップ12」の策定を通じて、個人や地域がすぐに実践できる12の
環境保全活動を推進してきました。また、里山資源を活用した地域循環型肥料の基盤とな
る「灰小屋」など、農業と自然が共生する独自の農村景観が今も色濃く残っており、農業
生物多様性が身近に息づいています。さらに、こうした地域の知恵や実践を次世代に伝え
るため、「聞き書き」などの記録・継承活動にも積極的に取り組んでいます。
令和５年（2023年）には「オーガニッ
クビレッジ宣言」を行い、有機農業の推
進や技術交流、水稲・黒大豆における有
機農業の事例集の作成を通じて、環境負
荷の少ない農業への転換を進めていま
す。これらの取り組みは、地域の自然と
共にある農業のあり方を改めて見つめ直
し、多様な生きものと共生する持続可能
な農業の実現に向けた取り組みです。
また、地球温暖化対策として、令和４
年（2022年）１月に「丹波篠山市気候非
常事態宣言」を発表し、気候変動への危機感を市民や事業者と共有しています。さらに令
和５年（2023年）１月には、丹波篠山の環境を育み未来へ引き継いでいくため「ワクワク
環境みらい都市宣言」を表明し、「環境市民行動『丹波篠山ＳＤＧｓ』」を策定。市民一人
ひとりの具体的な行動指針を示し、全市的な取り組みを進めています。
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（２） 現状と課題
全国的な農業の効率化志向の中で長年にわたり化学肥料や化学農薬への依存が続いてき
たことから、環境と調和した農業への転換には一定の時間と支援が必要であり、段階的な
支援体制の整備が求められています。
有機農業の担い手育成や、実践農家同士のネットワークの構築、農業者と市民・消費者
との連携を図る仕組みづくりも今後の課題です。
また、市民の家庭菜園や自給的農業への関心が高まる中、移住者や新たに家庭菜園を始
める市民への技術支援や地域との関係を構築するための支援も必要です。さらに、地域固
有の農業技術や景観を支えてこられた高齢者の減少により、古くから受け継がれてきた知
恵や技術の継承が課題となっています。

（３）今後の方向性
丹波篠山市では、伝統的な農業技術と豊かな自然環境に支えられた地域農業を、次世代
に継承していくことが重要であると考えています。特に「丹波篠山の黒大豆栽培」が日本
農業遺産に認定された意義を生かし、地域固有の農村景観や生態系を守りながら、環境と
調和した持続可能な農業システムの確立を目指します。
環境負荷の低い農業への転換には時間と
労力が必要であるため、化学肥料や化学農
薬の使用を抑えた生産への支援を段階的に
進め、実践農業者のネットワークづくりや
情報共有を推進します。また、有機農業を
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（４） 具体的な取り組み

１ 環境創造型農業の推進
化学肥料・化学農薬の低減や生物多様性への配慮など、環境に配慮した農業に取り組む
農業者や活動組織への支援を強化します。市独自の「農都のめぐみ農産物認証」を受けた
農産物をはじめ、環境創造型農産物の作付面積拡大を図ります。

２ オーガニックビレッジの実現
学校給食や直売所での有機農産物の供給や、
環境教育などを通じて、市民・消費者と農業者
がつながり、環境に配慮した農業を地域全体で
支える仕組みを構築します。

３ 有機農業技術の普及と定着
有機農業の導入を希望する農業者に対し、既
存の有機農業実践者の知見を活かしつつ技術指
導や圃場の転換を支援します。農業者同士で有機農業の実践事例を共有する研修会や現地
見学を実施し、実効性ある有機農業の定着を図ります。

４ 環境創造型農業への市民意識の醸成
自給的農業に取り組む市民を対象に、環境に
配慮した農法（有機など）の実践事例の紹介を
行い、地域全体で環境創造型農業への理解と裾
野拡大を図ります。

５ 日本農業遺産を活かした交流と体験
日本農業遺産の認定を活かした都市住民や観
光客との交流プログラムづくりを支援し、交流
と農業体験の充実を図ります。

６ 伝統技術・知恵の継承と活用
伝統技術や生活の知恵を明文化し、教育やまちづくりに活用するとともに、地域の語り
部の発掘と育成に取り組みます。

７ 環境に配慮した施設整備と農村環境資源の保全
「農都のまほろば水路」など多自然型水路の設置や循環型農業の象徴である「灰小屋」の
保存活動を支援し、生きもの豊かな農村環境の保全を推進するとともに、地域資源の魅力
発信を進めます。

（出典）丹波篠山市

有機農業実践者による水田除草機の実演会

丹波篠山市内の有機農業面積（兵庫県、丹波篠山市調べ）
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環境創造型農業への市民意識の醸成環境創造型農業への市民意識の醸成
自給的農業に取り組む市民を対象に、環境に
配慮した農法（有機など）の実践事例の紹介を

４ 環境創造型農業への市民意識の醸成
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見学を実施し、実効性ある有機農業の定着を図ります。
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環境創造型農業の推進
化学肥料・化学農薬の低減や生物多様性への配慮など、環境に配慮した農業に取り組む
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化学肥料・化学農薬の低減や生物多様性への配慮など、環境に配慮した農業に取り組む
環境創造型農業の推進

 具体的な取り組み

化学肥料・化学農薬の低減や生物多様性への配慮など、環境に配慮した農業に取り組む



８ 地域循環型の土づくり推進
緑肥の活用や畜産農家との連携による堆肥
利用の促進など、地域循環型の土づくりを支
援します。

９ 環境認証制度の周知と取得支援
農林水産省の補助金交付に必要な「クロス
コンプライアンス8」や、「みどり認定9」制度の
周知・取得支援を行います。

10 GAPの普及による農業経営改善
GAP10（農業生産工程管理）の普及を図り、農場経営管理・食品安全・環境保全・労働安

全・人権保護の向上をめざします。

8　 クロスコンプライアンス　農業者が補助金や直接支払交付金を受けるに当たり、農地の適正管理や環境保全、法令遵守な
ど一定の基準を満たすことを求める仕組み。

9　 みどり認定　「みどりの食料システム法」に基づき、環境負荷低減に取り組む農業者の計画を都道府県等が認定する制度。
化学農薬・化学肥料の使用低減や温室効果ガス削減などの取組を促進し、持続可能な農業への転換を支援する仕組み。

10　 GAP　Good Agricultural Practices の略称であり、食品安全、環境保全、労働安全などに配慮した農業管理の取組を
指す。生産工程を記録・点検し改善を図る仕組みで、持続可能で信頼性の高い農業経営の確立を目的としている。

緑肥のすき込みによる土づくり
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基本目標４　農地の保全と活用
めざすべき将来像
地域内外の農業者と住民が協力し、農地の保全と有効活用や鳥獣害対策に取り組むこ
とで、地域ぐるみで農村の多面的機能が維持されています。

■ 地域計画をもとに農地の有効利用が図られ、地域農業が持続しています。

■ 農地や農業用施設は、地域の担い手や関係者が役割を分担し、機能診断に基づく点検・
改修など、計画的に管理・保全・更新される仕組みが整っています。

■ 地域内外の農業者と住民が協力して農地や施設の維持管理に取り組む体制が定着し、将
来にわたる保全への意識も地域全体で高まっています。

■ 地域住民が連携した獣害防護柵管理や追い払いの体制が整い、持続的な獣害対策が実現
しています。

（１）これまでの市の取り組み
農地は、私たちの命を支えるかけがえのない生産基盤であり、農村景観を形成し、多様
な動植物を育み、また、防災の面からも大きな役割を担っています。計画的な土地利用の
もと、農業振興地域の農用地の維持・保全に
取り組んできました。
特に平成24年度（2012年度）から始まった

「人と農地の問題」を解決する「人・農地プラ
ン」では集落単位で策定を進め、令和４年度
（2022年度）までに96集落でプランが策定さ
れました。また、令和５年度（2023年度）か
ら目標地図が新たに加わり法定化された「地
域計画」では、２年間と限られた中で令和７
年（2025年）３月末には18校区（226集落）
全ての地区で地域計画が策定されました。
一方、農業や農村が持つ水源涵養、自然環境保全、良好な景観形成、文化伝承などの役
割を支えるため、市内104組織、201集落が多面的機能支払制度を活用し、農業用施設の維
持管理や日常的な保全、住民協働による環境保全に取り組んでいます。この制度による耕
地面積に占める割合は全面積の84％に達しており、地域の農業者や集落営農組織が協力し
て農地や景観を守っています。
基盤整備では、用水路の管路（パイプライン）化に取り組む地域もあり、効率的な給水
と維持管理の省力化などが図られています。また、江戸期以前に築造された農業用ため池
の多くは老朽化が進み、一部では漏水や堤体の変形が見られます。この対策として、全て

住民協働による施設の維持管理
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のため池の管理者情報を整備・データベース化し、定期的な点検や必要に応じた改修工事
を行っています。
獣害対策では、獣害防護柵の点検やサルなどの追い払いを、農家だけでなく地域内外の
関係人口と協力して行っています。これを「獣がい対策」として位置づけ「害」を前向き
に捉えることで、地域の活性化にもつなげています。また、平成29年度（2017年度）の鳥
獣被害対策優良活動表彰において農林水産大臣賞を受賞するなど、本市の獣がい対策は、
全国で最も優れた取り組みとして高く評価されています。
金網による獣害防護柵の設置については、令和６年度（2024年度）末時点で総延長約
460キロメートルに達し、野生動物の隠れ家となる山裾にはバッファーゾーン（緩衝帯）
を設けるなどして野生動物の侵入を防いでいます。また、野生動物の個体数管理にも取り
組んでおり、野生動物の保全と農作物被
害軽減の両立を図っています。
シカの捕獲については、本市の被害防
止計画（令和４年～令和７年）に基づく
目標捕獲頭数700頭に対し、令和６年度
（2024年度）度は651頭を捕獲しました。
イノシシの捕獲については、市の被害防
止計画に基づき農作物被害を及ぼす加害
個体を捕獲しており、令和６年度（2024
年度）には255頭を捕獲しました。また、
地域ぐるみで農作物被害を防止し、有害
鳥獣の捕獲を推進するため、「有害鳥獣捕獲従事者」に対して狩猟者登録などに必要な経費
を助成するなど、人材育成にも積極的に取り組んでいます。ニホンザルについては希少動
物としての側面を考慮し、兵庫県ニホンザル保護管理計画に基づき、一定の群れ数と個体
数を維持しつつ、被害の拡大防止のために捕獲を実施しています。さらに、サル用電気柵
の設置やサルの位置情報メールの配信、追い払い犬の育成、威嚇用花火の活用、被害住民
に対する実地研修など、地域ぐるみによる追い払い対策も支援しています。また、ニホン
ザルの群れは市域や県域を越えて移動することから、丹波市や京都府内の市町と連携し、
その動向を広域的に監視しています。

（２）現状と課題
令和７年（2025年）３月末までに策定された地域計画では、10年後に担い手が確定して
いる農地面積の割合は65％にとどまっており、今後も農業者や集落、地区、関係機関で継
続した話し合いを行い、農地の有効利用を図っていくことが求められています。 
一方、昭和40年代から整備された農業用水路・農道・ため池などの農業用インフラは、
現在その多くが耐用年数を超え老朽化が進行しています。また、大規模農業者と小規模農
業者の二極化や土地持ち非農家の増加といった農村構造の変化により、水利施設の利用者・
管理者が変化し、利用ルールの不明確化や改修費用の負担などが課題となっています。さ
らに、老朽化した農業施設の長寿命化や水利施設の管理体制の再構築、そして農業用イン
フラを将来にわたって維持・活用するための担い手の確保が急がれています。
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また、従来発生していなかった地域にもシカ・イノシシなどによる獣害が発生しており、
耕作放棄地の増加や営農意欲の低下を招いており、ICT（情報通信技術）やドローンなど
新たな技術の導入、非農家も巻き込んだ広域的な取り組み体制づくりが必要です。
耕作放棄地は年々増加しており、その発生を防ぐには、農地の貸し借りに対する不安解
消や情報提供の強化も不可欠であり、農地中間管理機構の活用や地域内での農地マッチン
グ支援を促進する体制づくりが求められています。また、地域住民が主体的に農地保全に
関わる「草刈り隊」などの活動の支援を通じ、地域ぐるみで農地を守る仕組みを継続的に
整備することが必要です。

（３）今後の方向性
地域農業の課題や将来の姿を整理し、具体的な対応策を描いた「地域計画」の実現を図
るため、毎年継続して「協議の場」を設け、関係者が主体的に課題を共有し、持続可能な
農業の実現に向けた行動を推進します。さらに、農地や農業用施設の管理・利用について
の役割分担を明確にし、協働と共助に基づく地域農業を目指します。
また、各地区で開催する地域計画の話し合いを通じて、内容の見直しや改善を継続的に
行い、農地の有効利用や用水路など農業基盤の整備を計画的に進め、将来にわたって農業
を支える体制の実現を目指します。
特に、耕作放棄地の防止と農地の有
効活用を進めるため、地区ごとの「目
標地図」により遊休化するおそれのあ
る農地の状況を把握・共有し、耕作放
棄地の発生を未然に防ぐ取り組みを進
めます。また、担い手農業者や就農希
望者への農地のマッチング支援を強化
し、農地の集積が円滑に進む体制づく
りを進めます。
さらに、今後担い手農業者への農地
集積が進む中で、農作業や管理の効率
化・省力化を図ろうとする地域では、農地の基盤整備やパイプライン化に対する機運が高
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の中で計画的かつ効率的な点検・補修によ
る維持管理を進めていきます。さらに、有
害鳥獣対策や地域住民による自主的な保全
活動（草刈り隊など）を一体的に支援する
ことで、地域ぐるみの農地活用と保全の実
現をめざします。
一方、安心して農業が営める環境を確保
するため、人と野生鳥獣との共生を図りな
がら被害防止対策に取り組みます。特に市
内全体の鳥獣害対策として、野生鳥獣に対
して適正な生息数の目標を設定し、その数を超えた個体を捕獲する「個体数管理」により
過度な増加を防止していきます。
被害防止では、イノシシ、シカ対策の金網柵やサル用電気柵の設置を進め効果を発揮し
てきましたが、獣害防護柵が設置されていない地域に新たな被害が発生しており、この地
域への対策支援に取り組んでいきます。
また、集落ごとに設置された獣害防護柵の点検活動に対して支援を行い、獣害防護柵の
適切な維持管理と効果的な被害防除を進めます。特にニホンザルに対しては、電気柵の整
備、位置情報メールの配信、地域住民による追い払い活動などを支援し被害の軽減を図っ
ていきます。
さらに、丹波篠山市独自の取り組みとして、地域内外の関係人口を巻き込み、獣害防護
柵の点検や、追い払いの体験などを実践し、地域ぐるみでの継続的な獣害対策を行う「獣
がい対策」を推進していきます。

「農業を担う者13」が担う農地面積の割合（令和７年３月時点）

13　 農業を担う者　地域計画において認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、農業法人などの主体に加え、意向調査
に基づき将来的に農地を受け継ぎ、10年後の耕作予定者として目標地図に特定された、継続的に農業を行う個人や法人
のこと。

（出典）丹波篠山市

（出典）丹波篠山市
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（４）具体的な取り組み

１ 地域計画の推進体制と農地利用の調整
地区ごとに農業者や関係機関が参加する
地域計画検討会を定期的に開催し、地図情
報を活用しながら担い手農業者や農地所有
者などの役割を可視化し、将来の営農体制
について協議を進めます。あわせて、耕作
放棄地の発生を未然に防ぐため、農地利用
意向調査を定期的に行い、農地の貸し借り
を支援する体制を整備し、持続可能な農地
利用を図ります。

２ 地域計画の優良事例の展開
　地域計画の優良事例をモデルとして各地域へ共有・展開し、地域の課題に応じた農地利
用の取り組みを広げていきます。

３ 基盤整備・獣害対策の計画的推進
獣害や用排水施設の不具合などを地域計画と連動させ、基盤整備や獣害防除事業などの
整備を計画的に推進します。

４ 農業施設ストックマネジメントの実践
ストックマネジメントの手法を活用し、
農業用施設の劣化状況の把握、更新計画の
策定、優先順位に基づく修繕を計画的に実
施します。また、農地利用の効率化・省力
化を図ろうとする地域では、基盤整備やパ
イプライン化などの再整備を進めます。

５ ため池の適正管理と改修整備
ため池の点検など適正管理に努めるとと
もに、不具合があるため池については低水
位管理や改修整備を進めていきます。

６ 水利施設管理体制の再構築と伝承
農業用水利施設の管理体制について、大規模農業者や土地持ち非農家も含めた新たな枠
組みを検討し、合意形成や役割分担の促進に加え、水利施設の管理・操作に関する知識の
習得や伝承を支援します。

地区別に開催する地域計画検討会

揚水ポンプの機能診断
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策定、優先順位に基づく修繕を計画的に実
施します。また、農地利用の効率化・省力
化を図ろうとする地域では、基盤整備やパ
イプライン化などの再整備を進めます。イプライン化などの再整備を進めます。

農業施設ストックマネジメントの実践
ストックマネジメントの手法を活用し、
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利用を図ります。
を支援する体制を整備し、持続可能な農地
利用を図ります。

者などの役割を可視化し、将来の営農体制
について協議を進めます。あわせて、耕作
者などの役割を可視化し、将来の営農体制者などの役割を可視化し、将来の営農体制
について協議を進めます。あわせて、耕作
放棄地の発生を未然に防ぐため、農地利用
意向調査を定期的に行い、農地の貸し借り
を支援する体制を整備し、持続可能な農地を支援する体制を整備し、持続可能な農地

地域計画検討会を定期的に開催し、地図情
報を活用しながら担い手農業者や農地所有
者などの役割を可視化し、将来の営農体制
報を活用しながら担い手農業者や農地所有
者などの役割を可視化し、将来の営農体制
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について協議を進めます。あわせて、耕作
放棄地の発生を未然に防ぐため、農地利用
意向調査を定期的に行い、農地の貸し借り
を支援する体制を整備し、持続可能な農地を支援する体制を整備し、持続可能な農地

地域計画検討会を定期的に開催し、地図情
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報を活用しながら担い手農業者や農地所有
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地区別に開催する地域計画検討会地区別に開催する地域計画検討会

地域計画の推進体制と農地利用の調整
地区ごとに農業者や関係機関が参加する

１

（４）

地域計画の推進体制と農地利用の調整
地区ごとに農業者や関係機関が参加する
地域計画の推進体制と農地利用の調整

具体的な取り組み



７ 活動組織・土地改良区の運営支援
多面的機能支払活動組織の支援や、土地改良区の運営支援を強化し、活動組織の担い手
の育成や効率的な運営を図ります。

８ 「水土里ビジョン」の策定推進
地域ぐるみによる農業水利施設などの保全のあり方を具体化する「水土里ビジョン」の
策定を進め、農業・農村の将来像を共有しながら、合理的かつ効率的な農地保全の方針を
明確にします。

９ 草刈り隊の活動支援
市内各地で設立されている「草刈り隊」の
活動を支援し、地域住民による農地の主体的
な維持管理を促進します。

10 有害鳥獣の個体数管理と被害防止
シカ、イノシシ、サルなどの野生鳥獣によ
る被害対策として、個体数管理と防除体制の
強化を進めます。
個体数管理では、鳥獣被害対策実施隊が捕獲
活動を行い、野生生物の生息数を適正に保ち、
農作物被害の抑制を図ります。ICT（情報通信
技術）による遠隔操作可能な捕獲檻や、ドロー
ンを活用した生息状況の把握により、捕獲活動
の効率化と管理体制の強化を進めます。
防除体制では、金網柵や電気柵の設置支
援、サル監視員の配置、出没情報の共有、追
い払い犬の育成など、集落全体での対策を推
進します。また、アライグマやヌートリアな
どの特定外来生物については、市民と連携し
た捕獲体制を構築します。 集落での獣害柵の設置

草刈り隊の活動
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い払い犬の育成など、集落全体での対策を推
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推進体制

丹波篠山市農都創造計画を着実に推進するため、関係する会議や協議会が連携し、それ
ぞれの役割に応じて進捗管理や施策の検討、情報共有を行います。以下の体制で、計画の
実践を進めていきます。

１．推進体制の全体像
計画の進捗確認、施策協議、農地保全、実務的な連絡調整を担う各組織が、それぞれの
役割を分担しながら、相互に連携して進めていきます。

２．主な会議・協議会の役割
（１）丹波篠山市農都創造審議会
計画の進捗状況を確認し、必要に応じて施策を審議・提言します。
※丹波篠山市農都創造条例第16条に基づく組織です。

（２）丹波篠山市地域農業再生協議会
農業経営の安定化を図るため、行政と農業者団体が連携し、作物の生産振興、米の需
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
構成員：農業者、JA、米流通事業者、農業委員会、市

（３）丹波篠山市農業振興地域整備促進等協議会
農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理
を行います。
構成員：農業者、自治会長、土地改良区、森林組合、農業委員会、市

（４）丹波地域就農支援センター
新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援
などを行い、地域での着実な就農を支援します。
構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

（５）丹波篠山市農林振興協議会
関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情
報共有、新技術の実証・導入などを行います。
構成員：農業改良普及センター、JA、農業委員会、共済組合、市
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（５）丹波篠山市農林振興協議会
関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情

（５）（５）

構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

（５）丹波篠山市農林振興協議会（５）

関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情
丹波篠山市農林振興協議会丹波篠山市農林振興協議会
関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情
報共有、新技術の実証・導入などを行います。
構成員：農業改良普及センター、JA、農業委員会、共済組合、市

構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

丹波篠山市農林振興協議会
関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情

構成員：農業改良普及センター、JA、農業委員会、共済組合、市

構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

関係機関が実務者レベルで連携し、施策の進捗確認や作物の生育・出荷状況などの情

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援
などを行い、地域での着実な就農を支援します。
構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理
を行います。

（４）（４）丹波地域就農支援センター

丹波篠山市農業振興地域整備促進等協議会
農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援
などを行い、地域での着実な就農を支援します。
構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援

農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

構成員：農業者、自治会長、土地改良区、森林組合、農業委員会、市

丹波地域就農支援センター

丹波篠山市農業振興地域整備促進等協議会
農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援

構成員：農林振興事務所、農業改良普及センター、JA、農業委員会、市

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援

農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

構成員：農業者、自治会長、土地改良区、森林組合、農業委員会、市

農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

新たに農業に取り組む人に対して、就農相談、農業経営や栽培技術の指導、定着支援

農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理農業振興地域の整備計画の策定・変更、計画に基づく農地保全や整備事業の進捗管理

ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
構成員：農業者、JA、米流通事業者、農業委員会、市
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。

計画の進捗状況を確認し、必要に応じて施策を審議・提言します。
※丹波篠山市農都創造条例第16条に基づく組織です。

ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
構成員：農業者、JA、米流通事業者、農業委員会、市
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
構成員：農業者、JA、米流通事業者、農業委員会、市

丹波篠山市地域農業再生協議会
農業経営の安定化を図るため、行政と農業者団体が連携し、作物の生産振興、米の需
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。

計画の進捗状況を確認し、必要に応じて施策を審議・提言します。
※丹波篠山市農都創造条例第16条に基づく組織です。※丹波篠山市農都創造条例第16条に基づく組織です。

ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
構成員：農業者、JA、米流通事業者、農業委員会、市

農業経営の安定化を図るため、行政と農業者団体が連携し、作物の生産振興、米の需
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し
ます。また、地域計画の進捗や見直しなどを管理します。
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し

※丹波篠山市農都創造条例第16条に基づく組織です。

農業経営の安定化を図るため、行政と農業者団体が連携し、作物の生産振興、米の需
給調整、農地の利用集積、耕作放棄地の再生、担い手の育成・確保などを協議・推進し

２．主な会議・協議会の役割
丹波篠山市農都創造審議会

２．主な会議・協議会の役割

１．推進体制の全体像１．推進体制の全体像

役割を分担しながら、相互に連携して進めていきます。

ぞれの役割に応じて進捗管理や施策の検討、情報共有を行います。以下の体制で、計画の
実践を進めていきます。実践を進めていきます。

２．主な会議・協議会の役割

１．推進体制の全体像
計画の進捗確認、施策協議、農地保全、実務的な連絡調整を担う各組織が、それぞれの
役割を分担しながら、相互に連携して進めていきます。

ぞれの役割に応じて進捗管理や施策の検討、情報共有を行います。以下の体制で、計画の
実践を進めていきます。

計画の進捗確認、施策協議、農地保全、実務的な連絡調整を担う各組織が、それぞれの
役割を分担しながら、相互に連携して進めていきます。

ぞれの役割に応じて進捗管理や施策の検討、情報共有を行います。以下の体制で、計画の

計画の進捗確認、施策協議、農地保全、実務的な連絡調整を担う各組織が、それぞれの

丹波篠山市農都創造計画を着実に推進するため、関係する会議や協議会が連携し、それ

推進体制推進体制

丹波篠山市農都創造計画を着実に推進するため、関係する会議や協議会が連携し、それ丹波篠山市農都創造計画を着実に推進するため、関係する会議や協議会が連携し、それ



施策指標

基本目標１　多様な担い手の育成
指　　標 現状（R６） 目標（R12） 指標の考え方

認定農業者及び認定新規就
農者の数 55経営体 65経営体

【認定農業者】
意欲ある農業者が自己の経営発展を図るため、５
年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善
計画書」を作成し、市の認定を受けた者
【認定新規就農者】
新たに農業を始める者が５年後の経営目標を記載
した「青年等就農計画」を作成し、市の認定を受け
た者
※目標数値は、現状数値からの累計とする

楽農セミナー受講者数 27人/年 30人/年 新たに農業を始めたい者や農業に関心のある者
を対象に市が開催する市民農業講座の参加者数

集落営農に取り組む組織数 120組織 138組織 集落又は複数集落で営農活動（草刈り隊含む）に
取り組む組織数

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化
指　　標 現状（R６） 目標（R12） 指標の考え方

黒大豆の作付面積 747.3ha 747.3ha 営農計画書に基づく黒大豆及び枝豆の作付面積

黒大豆の整粒率 26% 40% 黒大豆の生育調査地点における形や大きさが整っ
た粒の割合

山の芋の作付面積 17.7ha 30ha 営農計画書に基づく山の芋の作付面積

スマート農業導入面積 858.4ha 1000ha スマート機能を有する田植機、トラクター、コンバ
イン、ドローン、ラジコン草刈機などの作業面積

ふるさと納税の寄付 29,643
件/年

36,500
件/年

基本目標３　環境創造型農業システムの構築
指　　標 現状（R６） 目標（R12） 指標の考え方

農都のめぐみ農産物認証を
受けて生産される水稲の作
付面積

73ha 700ha

①～③取り組みを市が認証し栽培されたお米
①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下
②中干し開始時期を遅らせるなどの取り組み
③生きもの調査の実施

有機農業の取り組み面積 72.8ha 100ha 水稲、黒大豆等の有機栽培面積

基本目標４　農地の保全と活用
指　　標 現状（R６） 目標（R12） 指標の考え方

地域計画に位置づけられた
「農業を担う者」が担う農地
面積の割合

65% 75% 将来（10年後）耕作を継続する意向を持つ農業者
の割合

多面的機能支払交付金事業
に取り組む集落数 201集落 203集落 水路、農道、ため池、法面など、農業を支える共用

施設を地域の共同活動により維持管理する組織

鳥獣保護管理計画に基づく
駆除計画に対する達成率 93% 100%

駆除計画に定めた捕獲数に対する達成度
（シカ：700頭/年、サル：群れの頭数30～40頭、イ
ノシシ：加害個体の捕獲）

3030

駆除計画に対する達成率 ノシシ：加害個体の捕獲）

に取り組む集落数に取り組む集落数

鳥獣保護管理計画に基づく
駆除計画に対する達成率

に取り組む集落数

指　　標

に取り組む集落数
多面的機能支払交付金事業
に取り組む集落数

有機農業の取り組み面積

基本目標４　農地の保全と活用基本目標４　農地の保全と活用

201集落201集落

100%

201集落

目標（R12）現状（R６）

地域計画に位置づけられた
「農業を担う者」が担う農地 65%

多面的機能支払交付金事業 201集落201集落 203集落

100ha

基本目標４　農地の保全と活用

施設を地域の共同活動により維持管理する組織施設を地域の共同活動により維持管理する組織

駆除計画に定めた捕獲数に対する達成度
（シカ：700頭/年、サル：群れの頭数30～40頭、イ

施設を地域の共同活動により維持管理する組織

駆除計画に定めた捕獲数に対する達成度

指標の考え方指標の考え方

将来（10年後）耕作を継続する意向を持つ農業者
の割合

水路、農道、ため池、法面など、農業を支える共用
施設を地域の共同活動により維持管理する組織
水路、農道、ため池、法面など、農業を支える共用
施設を地域の共同活動により維持管理する組織

水稲、黒大豆等の有機栽培面積

施設を地域の共同活動により維持管理する組織

将来（10年後）耕作を継続する意向を持つ農業者

水路、農道、ため池、法面など、農業を支える共用
施設を地域の共同活動により維持管理する組織

受けて生産される水稲の作
付面積

有機農業の取り組み面積

受けて生産される水稲の作
農都のめぐみ農産物認証を農都のめぐみ農産物認証を

スマート農業導入面積

ふるさと納税の寄付ふるさと納税の寄付

700ha

100ha

受けて生産される水稲の作 73ha

件/年件/年

基本目標３　環境創造型農業システムの構築
現状（R６）

農都のめぐみ農産物認証を

1000ha

36,500
件/年

29,643
件/年

①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下
②中干し開始時期を遅らせるなどの取り組み
③生きもの調査の実施

水稲、黒大豆等の有機栽培面積

①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下
②中干し開始時期を遅らせるなどの取り組み

①～③取り組みを市が認証し栽培されたお米
①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下
①～③取り組みを市が認証し栽培されたお米
①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下

スマート機能を有する田植機、トラクター、コンバ
イン、ドローン、ラジコン草刈機などの作業面積

①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下
②中干し開始時期を遅らせるなどの取り組み

①～③取り組みを市が認証し栽培されたお米
①化学肥料・化学農薬を県慣行レベルの１/２以下

黒大豆の整粒率

山の芋の作付面積

スマート農業導入面積

黒大豆の整粒率

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化

黒大豆の整粒率黒大豆の整粒率

集落営農に取り組む組織数

30ha

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化
現状（R６）

747.3ha

26% 40%

138組織120組織

営農計画書に基づく山の芋の作付面積

スマート機能を有する田植機、トラクター、コンバ

た粒の割合

営農計画書に基づく山の芋の作付面積

基本目標２　丹波篠山ブランド力と発信力の強化

営農計画書に基づく黒大豆及び枝豆の作付面積

黒大豆の生育調査地点における形や大きさが整っ
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私たちのまち丹波篠山は、兵庫県の中東部、丹波高地の山々に囲まれた篠山盆地に位置
し、武庫川、加古川、由良川の３つの河川の源流を育み、四季の移ろいに合わせ異なった
彩りを見せる山河と田園が、日本の原風景とも言えるのどかで豊かな景観として残されて
います。
私たちの先人は近代以降、日本の都市化が進むなかにおいても、農業と農村を大切に守
り続け、日本の「農都」として篠山の農村風土を継承してきました。
この素晴らしい環境の中で、先人の弛まぬ努力により受け継がれた黒大豆や山の芋など、
豊富な全国ブランドの農産物が育まれてきました。
このかけがえのない市民共有の財産を守り、次の世代へ確実に引き継いでいくことは私
たちの責務です。
ここに、地域の基幹産業である農業を大切にし、市をあげて農業振興に取り組むことを
明確にするため、この条例を制定します。
　　　第１章　総則
　　（目的）
第 １条　この条例は、農業及び農村に関する基本理念並びにその実現に必要な基本方針
となる事項を定め、市、農業者、農業団体、事業者及び市民の役割を明らかにするこ
とにより、農業及び農村の振興に関する施策を計画的に推進し、もって本市の農業及
び地域社会の持続的発展を図ることを目的とする。

　　（定義）
第 ２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。

　　（１）　農業者　農業を営む個人及び法人並びに農地を所有している者をいう。
　　（２）　農業団体　農業協同組合、土地改良区その他農業に関わる団体をいう。
　　（３）　事業者　農産物の流通、加工又は販売に関わる個人又は法人をいう。
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　　（基本理念）
第３条　農業及び農村の振興は、次に掲げる基本理念によるものとする。
　　（１ ）　市民が農業及び農村の維持活動に参画し、先人から受け継いだ豊かな農地を守

り、美しい農村景観を次世代に引き継ぐこと。
　　（２ ）　互いに助け合う農業を推進し、多様な担い手の連携により魅力ある農業が持続

的に発展すること。
　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める

とともに、篠山の風土に合った新たな農産物の発掘と振興に取り組むこと。
　　（市の責務）
第 ４条　市は、前条に規定する基本理念に基づき農業及び農村の振興に関する施策を策
定し、実施するものとする。
２ 　市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並
びに国及び県と適切な連携を図らなければならない。

　　（農業者の役割）
第 ５条　農業者は、自らが農村における地域づくりの主体であることを認識し、安心で
安全な農産物の安定的な供給、地域の自然環境の保全並びに市民及び都市住民との交
流により農業及び農村の振興に努めるものとする。

　　（農業団体の役割）
第 ６条　農業団体は、農業者の農業生産活動を支援するとともに、本市の農業及び農村
に関する施策に協力するよう努めるものとする。

　　（事業者の役割）
第 ７条　事業者は、市内で生産された農産物の利用を図るとともに、安心で安全な食料
を消費者に供給し、その事業活動において本市の農業及び農村の振興に協力するよう
努めるものとする。

　　（市民の役割）
第 ８条　市民は、農業及び農村が市民生活に果たしている役割の重要性について理解と
関心を深め、市内で生産された農産物を積極的に消費し、コミュニティを育む農村の
保全に協力するよう努めるものとする。

　　　第２章　基本方針
　　（農業の担い手の育成）
第 ９条　市は、集落の農業者の生産意欲向上を図るとともに、多様な担い手の確保のた
めに必要な施策を講ずるものとする。
２　市は、農業の中核を担う農業者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。
　　（個性ある産地の形成）
第 10条　市は、特産農産物の安定的な生産及び品質の向上並びに新たな農業技術及び新
規農産物の導入に必要な施策を講ずるものとする。

　　（環境に配慮した農業・農村）
第 11条　市は、自然環境と生物多様性に配慮した環境保全型農業と農村づくりに取り組
むものとする。

3232
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定し、実施するものとする。
２ 　市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並
びに国及び県と適切な連携を図らなければならない。

　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める
とともに、篠山の風土に合った新たな農産物の発掘と振興に取り組むこと。

　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める

定し、実施するものとする。

　　（２ ）　互いに助け合う農業を推進し、多様な担い手の連携により魅力ある農業が持続
的に発展すること。

　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める　　（３ ）　特産農産物の伝統を守り、安定的な生産及び安心で安全な品質の確保に努める

２ 　市は、前項の施策を実施するに当たっては、農業者、農業団体、市民及び事業者並
びに国及び県と適切な連携を図らなければならない。
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　　（安心安全な食料の供給）
第12条　市は、安心安全な食料の生産及び供給に必要な施策を講ずるものとする。
２ 　市は、地域で生産された安全な農産物の利用を図り、地産地消を推進するために必
要な施策を講ずるものとする。

　　（農地の保全と活用）
第 13条　市、農業者及び農業団体は、農業の生産基盤である優良な農地を将来にわたっ
て維持し、有効に利用するよう努めるものとする。
２ 　市は、農業者、農業団体、事業者及び市民と連携し、農業の基盤を支える水路、た
め池等農業用施設の保全及び有害鳥獣による被害の防止を図るための施策を講ずるも
のとする。

　　（交流と連携）
第 14条　市は、都市住民及び市民との交流機会の確保、交流の場の充実、農業体験等の
取り組みを推進するため、農業及び農村に関する情報の提供その他必要な施策を講ず
るものとする。

第３章　丹波篠山市農都創造計画
第 15条　市長は、第４条第１項の施策を総合的かつ計画的に推進するため、丹波篠山市
農都創造計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。
２ 　計画は、農業及び農村の持続的な発展に関する目的を達成するための具体的施策そ
の他重要事項について定めるものとする。
３ 　市長は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することができ
るよう、必要な措置を講ずるものとする。
４　市長は、計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
第４章　丹波篠山市農都創造審議会
第 16条　市は、農業及び農村に関する重要な事項を調査審議するため、丹波篠山市農都
創造審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２　審議会は、次に掲げる事項を審議する。
　　（１）　計画に関する事項
　　（２）　農業及び農村の振興に関し必要な事項
　　（３）　その他市長が必要と認める事項
３　審議会は、委員15人以内で組織する。
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第 14条　市は、都市住民及び市民との交流機会の確保、交流の場の充実、農業体験等の
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　　（安心安全な食料の供給）
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４　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
　　（１）　農業者
　　（２）　農業団体の代表者
　　（３）　事業者の代表者
　　（４）　学識経験を有する者
　　（５）　公募市民
　　（６）　その他市長が必要と認める者
５ 　前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
める。

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、平成27年４月１日から施行する。
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１　この条例は、平成27年４月１日から施行する。
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　　（１）　農業者
　　（２）　農業団体の代表者
　　（１）　農業者
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丹波篠山農都宣言

平成21年２月７日
告示第７号 　　　

丹波篠山市は、食の安全と安心を未来にわたって育み、丹波篠山特有の自然を生かし、
農業の新たな先駆者として更なる振興を実現するため、
１　「いのち」を支える「農」を未来に育みます。
１　「農」を支える「人・土・水」を大切に育みます。
１　「丹波篠山」を支える「特産物」を育みます。
を基本理念として、「自然の気候風土に恵まれた日本一の農業の都、丹波篠山市」をここ
に宣言します。

―制定理由―
丹波篠山市の農業は、丹波霧にみられる盆地特有の気候風土と先人たちのたゆまぬ努力
と伝統を生かした特産物（コシヒカリ、丹波黒大豆、山の芋、篠山牛、丹波栗など）を生
産しています。
特産物が、「丹波篠山ブランド」として全国的な知名度を誇っていますのも、長年にわた
る土づくりの賜ですが、担い手の高齢化や鳥獣被害等の要因により遊休地の増加が懸念さ
れています。
一方、今日の農業をとりまく状況は非常に厳しいものがありますが、食の安全が叫ばれ、
環境問題がクローズアップされるなかで、「農」のもつ素晴らしさや多面的な機能の重要性
が見直されています。
今こそ、将来に向けた丹波篠山市の農業と食の在り方を示し、「農業の都、日本一の丹波
篠山市」を実現するための施策を展開すると共に、丹波篠山市にとって農業が基幹産業で
あることを明確に位置づけることを目的としてこの「農都宣言」を制定します。
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